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 市政功労者が表彰されました
橋本市文化顕彰式が行われました
上下水道部庁舎などの移転および機構改革について
入札参加資格審査受付のお知らせ
年末年始の業務案内
はしもとプレミアム商品券・わいわい子育て商品券の
使用期限が間近です
市営住宅入居者を募集します　　　　　　　　　など

今月の表紙：子どもたちによる消火器を使った訓練（今年１月撮影）

市の人口（平成27年10月31日現在）
65,137人（前月比－68人）／女 34,369人／男 30,768人／世帯数 27,002世帯

2015年
12月

号
（
通
巻
118号

）
平
成
27年

12月
1日
発
行

考えよう 相手の気持ち
育てよう 思いやりの心

橋本市民菊花展

まっせ・はしもと

同和運動推進月間にちなみ、11月６日、市
内小中学校で、人権啓発推進委員による啓発
活動が行われました。
今年は、同和対策審議会答申が出て、50

年の節目にあたります。相手の気持ちを考え、
思いやりの心を育てることで、差別がなく、
一人ひとりがいきいきと暮らせる「元気なま
ち橋本市」を築いていきましょう。

10月24日～11月15日に杉村公園（御幸辻）
で、第43回目となる橋本市民菊花展が開催さ
れました。菊愛好家や学校などから約500鉢の
出品があり、秋の杉村公園に一層の華やぎを添
えてくれました。
また、市役所正面玄関前にも総合花壇が展示
され、訪れた人の目を楽しませてくれました。

11月８日、紀の川グラウンド（向副緑地）
でまっせ・はしもとが開催されました。
今年はあいにくの雨でしたが、市内の商工農

林業者らが出展したブースやステージイベント
に多くの家族連れが訪れました。

▲▶10周年記念で、
スタンプラリー
も行われました

◀▼かかしが、
訪れた人を
お出迎え

▼柿の皮、長くむけるかな

◀
農
林
産
物
品
評
会
に
は
立
派
な
作

品
が
な
ら
び
ま
し
た

▶
迫
力
あ
る
和
太
鼓
の
演
奏



住
警
器
は
早
め
の
交
換
を

住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、

10
年
を
目
安
に
交
換
す
る

の
が
基
本
で
す
。

古
く
な
る
と
電
子
部
品
の
寿
命
や
電
池

切
れ
な
ど
で
火
災
を
感
知
し
な
く
な
る
こ

と
が
あ
る
た
め
、
と
て
も
危
険
で
す
。
定

期
的
に
作
動
点
検
し
、
家
族
で
火
災
時
の

警
報
音
を
聞
き
ま
し
ょ
う
。

●
作
動
確
認

ボ
タ
ン
を
押
す
、
ま
た
は
ひ
も
を
引
い

て
音
が
鳴
る
か
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
音

が
鳴
ら
な
い
場
合
は
、
電
池
切
れ
や
機

器
本
体
の
故
障
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

●
設
置
時
期
を
調
べ
る
に
は

警
報
器
を
設
置
し
た
と
き
に
記
入
し
た

「
設
置
年
月
日
」
ま
た
は
本
体
に
記
載

さ
れ
て
い
る
「
製
造
年
」
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ

住
宅
用
火
災
警
報
器
相
談
室

☎
０
１
２
０

－

５
６
５

－

９
１
１

消
防
本
部
と
消
防
団
で
は
、
12
月

20
日
㈰
か
ら
「
年
末
火
災
特
別
警

戒
」
を
実
施
し
ま
す
。
年
末
年
始
は

火
災
が
多
く
な
り
ま
す
。
特
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ

・
橋
本
市
消
防
本
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予
防
課
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３
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・
伊
都
消
防
組
合
消
防
本
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予
防
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初期消火の大切さ 大切な命や財産を守るために 初期消火の大切さ 大切な命や財産を守るために

大
切
な
命
や
財
産
を
守
る
た
め
に

 

火
元
に
対
応
し
た
消
火
方
法

ス
ト
ー
ブ

●
消
火
器
を
直
接
火
元
に
向
け
て
噴
射

し
ま
し
ょ
う
。

●
消
火
器
が
な
い
場
合
は
、
ス
ト
ー
ブ
の

真
上
か
ら
水
を
か
け
る
（
石
油
が
飛

び
散
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
）
か
、

ぬ
ら
し
た
毛
布
な
ど
を
手
前
か
ら
か

ぶ
せ
、
空
気
を
遮
断
し
ま
し
ょ
う
。

コ
ン
ロ

●
消
火
器
は
な
べ
の
全
面
を
覆
う
よ
う

に
噴
射
し
ま
し
ょ
う
。

●
消
火
器
が
な
い
場
合
は
、
ぬ
ら
し
た

シ
ー
ツ
や
バ
ス
タ
オ
ル
を
手
前
か
ら

か
ぶ
せ
、
空
気
を
遮
断
し
ま
し
ょ
う
。

●
油
な
べ
の
場
合
、
水
を
か
け
た
り
、

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
や
野
菜
を
入
れ
る
の
は

厳
禁
で
す
。

電
気
機
器

●
コ
ン
セ
ン
ト
を
抜
く
か
ブ
レ
ー
カ
ー

を
切
り
、
必
ず
粉
末
消
火
器
で
消
火

し
ま
し
ょ
う
。

●
泡
消
火
器
な
ど
は
感
電
の
恐
れ
が
あ

る
の
で
、
使
用
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

カ
ー
テ
ン
・
ふ
す
ま
・
障
子
な
ど

●
天
井
に
ま
で
火
が
回
る
と
初
期
消
火

が
困
難
に
な
り
ま
す
。
上
に
燃
え
広

が
る
前
の
対
処
が
重
要
で
す
。

●
ま
ず
カ
ー
テ
ン
や
ふ
す
ま
な
ど
を
取

り
外
し
、
座
布
団
な
ど
で
消
火
し
ま

し
ょ
う
。

　

（
消
火
の
際
に
は
、
や
け
ど
や
衣
服

へ
の
飛
び
火
に
十
分
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。
）

 

初
期
消
火
が
大
切
で
す

火
災
が
発
生
し
た
時
に
重
要
と
な
る
の

が
初
期
消
火
で
す
。

初
期
消
火
と
は
、
火
災
の
早
期
消
火
や

被
害
拡
大
防
止
の
た
め
の
活
動
で
す
。

屋
内
の
出
火
の
場
合
は
、
天
井
に
燃
え

移
る
と
消
火
が
困
難
に
な
る
た
め
、
初
期

の
段
階
で
消
火
が
で
き
れ
ば
、
火
災
が
大

き
く
な
る
の
を
未
然
に
防
げ
ま
す
。

大
切
な
命
・
財
産
を
守
る
た
め
に
は
、

燃
え
広
が
る
前
の
初
期
消
火
が
大
切
で
す
。

初
期
消
火
の
三
原
則

火
災
が
発
生
し
た
ら
、
ど
ん
な
小
さ
な

火
で
も
一
人
で
消
そ
う
と
せ
ず
に
、
大
声

で
周
囲
に
協
力
を
求
め
ま
し
ょ
う
。

①
通
報

大
声
で
「
火
事
だ
」
と
叫
び
、
隣
近
所

に
知
ら
せ
ま
し
ょ
う
。

②
初
期
消
火

出
火
直
後
３
分
以
内
が
自
分
で
消
火
で

き
る
目
安
で
す
。

・
火
が
天
井
に
達
し
て
い
な
い
う
ち
に

消
火
す
る

・
浴
槽
な
ど
汲
み
置
き
し
て
い
る
水
や

座
布
団
な
ど
を
活
用
し
ま
し
ょ
う

③
避
難

安
全
を
確
保
で
き
る
場
合
は
、
燃
え
て

い
る
部
屋
の
窓
や
ド
ア
を
閉
め
て
空
気

を
遮
断
し
、
避
難
し
ま
し
ょ
う
。

た
だ
し
、
危
険
を
感
じ
た
ら
す
ぐ
に
避

難
し
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
か
ら
の
季
節
は
空
気
が
乾
燥
し
、
風
も
強
く
、
ス
ト
ー
ブ
な
ど
火
を
使
う
機
会
も

多
く
な
り
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く
な
り
ま
す
。

火
災
は
ち
ょ
っ
と
し
た
不
注
意
や
少
し
の
気
の
ゆ
る
み
で
起
こ
り
ま
す
。
火
災
が
起
こ

る
と
、
大
切
な
命
や
財
産
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
ま
す
。
火
災
を
未
然
に
防
ぐ
と
と
も
に
、

も
し
火
災
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
も
小
さ
い
被
害
で
済
む
よ
う
に
対
策
し
ま
し
ょ
う
。 

【
橋
本
市
消
防
本
部
】

初
期
消
火
の
大
切
さ

消火器の使い方

消火器は、身近に見る機会も多いため、皆さんにとってな
じみの深いものですが、実際に使ったことのある人は少ない
と思います。万一の火災に備えて消火器の使い方を確認して
おきましょう。

安全栓（ピン）を上に引き抜く

必ず火元まで運んでから、安全栓
を上に引き抜きましょう。
また、安全栓を抜かないとレバー
が動かない構造になっています。
レバーが固くて動かないと思った
ら、落ち着いて安全栓がついたま
まではないか確認しましょう。

ホースをはずし、ホースの先端を握り火元に向ける

ホースの先端を握ると簡単にホースをはずすことができ
ます。また、粉末消火器の湿気防止用キャップは圧力で
外れるので取る必要はありません。

レバーを強く握る

固くて握れない場合は、消火器を
地面に立てて、レバーを上から体
重をかけて押しましょう。

ほうきで掃くように消火

消火薬剤が出始めれば、上の炎や煙ではなく、燃えてい
るものに向けて、ほうきで掃くように左右にかけます。

設置場所に注意しましょう

誰もが目につきやすく、使いやすい場所に
設置しましょう。
●高温多湿の場所には置かない。
●床面から高さ1.5ｍ以下に置く。
●すぐに使用できる場所に置く。

半年に一度は消火器の点検を

住宅用消火器の使用期限はおおむね５年です。
使用期限を過ぎた消火器は破裂による人身
事故の危険があります。
放置せずに速やかに新しい消火器に取り替
えてください。
特に、腐食、キズ、変形などが見られる消
火器は、破裂の危険性があるので、使用期限
に達していなくても交換してください。

購入・処分について

消火器の購入や廃棄の際に不明な点があり
ましたら、消火器メーカー、消防本部にお問
い合わせください。
消防本部、消防署では消火器の販売や引き
取り、処分は行なっていません。
新しく購入する場合の古い消火器の廃棄に
ついては、各ホームセンターや防災用品販売
店にお問い合わせください。

１

２

３

４

皆さんの家庭に消火器は備えていますか。消火器は初期消火にと
ても有効です。一般住宅には法令での消火器設置の義務はありませ
んが、万が一起きてしまった火災による被害を最小限度に抑えるた
めに、家庭に消火器設置をお勧めします。油火災、電気火災などあ
らゆる出火原因に有効なＡＢＣ粉末消火器を設置しましょう。

消火器が初期消火に有効です
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市政功労者が表彰されました

社会福祉部門
長年にわたり民生委員児童委員として尽力され、社
会福祉の増進・向上に貢献されました。

父
ちち

川
か わ

　賀
か

永
え

子
こ

　　（細川）

安
やす

川
か わ

　時
とき

子
こ

　　　（高野口町応其）

教育文化部門
長年にわたりスポーツ推進委員として尽力され、社
会体育の振興に貢献されました。

朝
あさ

木
き

　一
かず

廣
ひ ろ

　　　（東家）

清
し

水
みず

　正
まさ

敬
の り

　　　（高野口町向島）

治安部門
長年にわたり交通指導員として尽力され、市民の交
通安全に貢献されました。

山
やま

中
な か

　美
み

智
ち

子
こ

　　（高野口町小田）

寺
てら

田
だ

　粂
くめ

次
じ

　　　（高野口町名古曽）

長年にわたり市政の発展に貢献してきた功績を称え、
11月５日、教育文化会館で市政功労者表彰式典を開
催しました。
本年度は、３部門から計６名の方々が受賞されまし

た。（敬称略）
【秘書広報課】

橋本市文化顕彰式が行われました

 市街地開発事務所の移転について

市街地開発事務所は、市の行政機能を集約すること
を目的として、12月14日から市役所北別館に移転し、
業務を行います。
また、市街地開発事務所の移転に伴い、企業誘致室
も同じ北別館内で場所を移動します。
●問い合わせ　市街地開発事務所

「債権回収対策室」を新設します

　市では、12月１日から総務部に「債権回収対策室」
を新設します。負担の公平性を確保するとともに回収
を強化し、収納率の向上および財源の確保を図ります。
また、法的措置を視野に入れた債権回収を進めていく
ため、来年４月から弁護士の採
用を予定しており、さらに徴収
の強化を図っていきます。
●主な業務概要
市税および国民健康保険税
以外の担当部署で回収困難
となった債権の回収・整理
に関する業務
●場所　市役所本庁舎２階
●問い合わせ　企画経営室

上下水道部の移転について

上下水道部は現庁舎の老朽化のため、平成28年１
月４日から市役所本庁舎東側（旧勤労青少年ホーム跡
地）に移転します。
本庁舎に隣接し、市の行政機能を集約することで、
さらなる市民サービスの向上を図ります。ご理解とご
協力をお願いします。
●施設概要
●所在地　橋本市東家一丁目１番19号
●構　造　鉄骨プレハブ造２階建
●問い合わせ　水道業務課 ☎33-2860

 文　化　賞────────────────

文化活動において優れた功績をあげられ、市民の
文化向上に寄与されました。

神
かん

﨑
ざ き

　亮
りょう

平
へ い

　　　学術（自然科学）

文化奨励賞────────────────

優れた文化の創造、普及活動により、市民の文化
の向上に寄与されました。

中
なか

前
ま え

　和
かず

代
よ

　　　　　　　生活文化（菊栽培）

高野口文化財研究会　　　学術（人文科学）

オアシスの会　　　　　　芸術（音楽・舞踊）

11月３日、教育文化会館で橋本市文化顕彰式が行わ
れ、文化賞、文化奨励賞を受賞された皆さんに表彰状
と記念品が贈られました。（敬称略）

【文化スポーツ室】

上下水道部庁舎などの移転および
機構改革について

橋本市
保健福祉
センター

市役所
本庁舎

市役所
北別館

銀行 スーパー

橋本市
消防本部●スーパー

上下水道部
新庁舎

市民会館
●教育文化会館

市役所前
交差点

24

上下水道部新庁舎 案内図
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●
受
付
期
間

平
成
28
年
１
月
６
日
㈬
〜
２
月
５
日
㈮

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

●
受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ

橋
本
市
民
病
院
事
務
局 
総
務
課 

庶
務
係

☎
３
４

－

６
１
２
８

（
〒
６
４
８

－

０
０
０
５

橋
本
市
小
峰
台
二
丁
目
８

－

１
） 

市
税
完
納
証
明
書
の
発
行
に

関
す
る
お
知
ら
せ

納
付
期
限
内
に
納
付
い
た
だ
い
た

納
税
者
の
方
々
と
の
公
平
性
を
確
保

す
る
た
め
、
平
成
27
年
４
月
か
ら

「
市
税
完
納
証
明
書
」
は
、
納
付
期

限
が
到
来
し
て
い
る
市
税
に
加
え
、

督
促
手
数
料
お
よ
び
確
定
し
た
延
滞

金
に
未
納
が
な
い
場
合
の
み
発
行
し

て
い
ま
す
。

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４

お
よ
び
11
第
１
項
の
規
定
並
び
に
次
の
各

項
目
に
よ
る
こ
と
。

①
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き
続

き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す
る

債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
な
ど
を
必

要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
許
可
、

認
可
な
ど
を
得
て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

●
提
出
書
類

あ
て
先
は
「
橋
本
市
病
院
事
業
管
理

者
」
と
し
て
く
だ
さ
い
。

①
病
院
指
定
の
入
札
参
加
資
格
申
請
書

②
納
税
証
明
書
（
完
納
証
明
書
）

③
印
鑑
証
明
書

④
登
記
簿
謄
本

⑤
身
分
証
明
書

⑥
財
務
諸
表

⑦
営
業
許
可
証
（
該
当
す
る
場
合
）

※
詳
細
は
、
橋
本
市
民
病
院
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.hashim

oto-hsp.jp/

●
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

（
平
成
28
年
２
月
５
日
㈮　

午
後
５
時

必
着
）

※
郵
送
の
場
合
、
82
円
切
手
を
貼
り
付
け

た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く
だ
さ
い
。

●
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

（
平
成
28
年
１
月
15
日
㈮　

午
後
４
時

必
着
）

●
受
付
期
間

平
成
28
年
１
月
４
日
㈪
〜
15
日
㈮

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
８
時
〜
午
後
４
時

●
受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ

●
橋
本
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

☎
３
７

－

２
３
３
８

　

（
〒
６
４
８

－

０
０
５
２

橋
本
市
紀
見
５
８
番
地
）

●
高
野
口
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

　

☎
４
２

－
３
０
１
６

　

（
〒
６
４
９

－

７
２
０
６

橋
本
市
高
野
口
町
向
島
１
２
４
番
地
）

病　

院　

事　

業

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４

お
よ
び
11
第
１
項
の
規
定
並
び
に
次
の
各

項
目
に
よ
る
こ
と
。

①
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き
続

き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す
る

債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
な
ど
を
必
要
と
す

る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
許
可
な
ど

を
得
て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

⑤
物
資
（
食
材
）
の
衛
生
管
理
に
つ
い

て
、
適
切
に
対
応
し
て
い
る
者
で
あ

る
こ
と
。

●
提
出
書
類

①
学
校
給
食
用
物
資
納
入
業
者
登
録
申

請
書

②
食
品
衛
生
監
視
票
（
写
）

③
保
健
所
の
食
品
営
業
許
可
証
（
写
）

④
営
業
所
、
製
造
所
、
お
よ
び
倉
庫
の

所
在
地
見
取
図

⑤
主
な
販
売
先
調
書

⑥
国
税
お
よ
び
地
方
税
の
納
税
（
完

納
）
証
明
書

⑦
誓
約
書

※
①
④
⑤
⑦
は
、
各
給
食
セ
ン
タ
ー
お
よ

び
橋
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
で
き

ま
す
。

●
申
込
資
格

地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
６
７
条
の
４

お
よ
び
11
第
１
項
の
規
定
並
び
に
次
の
各

項
目
に
よ
る
こ
と
。

①
平
成
28
年
１
月
１
日
現
在
、
引
き
続

き
１
年
以
上
そ
の
営
業
に
従
事
し
て

い
る
こ
と
。

②
国
税
・
地
方
税
お
よ
び
市
に
対
す
る

債
務
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
。

③
営
業
に
関
し
許
可
、
認
可
な
ど
を
必

要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
当
該
許
可
、

認
可
な
ど
を
得
て
い
る
こ
と
。

④
経
営
状
態
が
健
全
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
こ
と
。

●
受
付
場
所
・
問
い
合
わ
せ

橋
本
市 

総
務
部 

管
財
課

☎
３
３

－

１
１
１
１

（
〒
６
４
８

－

８
５
８
５

住
所
記
入
不
要
）

水　

道　

事　

業

管
財
課
で
審
査
を
一
括
し
て
受
け
付
け

ま
す
。
重
複
し
て
申
請
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。

●
提
出
書
類

●
物
品

入
札
（
見
積
）
参
加
資
格
審
査
申
請

書
お
よ
び
市
が
指
定
す
る
必
要
書
類

（
各
１
部
、
Ａ
４
フ
ラ
ッ
ト
フ
ァ
イ

ル
２
穴
綴
り
）

●
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
な
ど

本
市
指
定
様
式
ま
た
は
国
土
交
通
省

統
一
様
式
、
そ
の
他
必
要
書
類

（
各
１
部
、
Ａ
４
フ
ラ
ッ
ト
フ
ァ
イ

ル
２
穴
綴
り
）

※
詳
細
は
、
橋
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

http://w
w
w
.chw

.jp/

●
提
出
方
法

持
参
ま
た
は
郵
送

（
平
成
28
年
２
月
５
日
㈮　

午
後
５
時

必
着
）

●
受
付
期
間

平
成
28
年
１
月
６
日
㈬
〜
２
月
５
日
㈮

（
土
・
日
曜
、
祝
日
を
除
く
）

午
前
９
時
〜
正
午
、
午
後
１
時
〜
５
時

※
た
だ
し
、
建
設
工
事
、
測
量
・
設
計
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
１
月
20

日
㈬
〜
22
日
㈮
の
３
日
間
は
、
午
後
１

時
〜
５
時
の
受
付
と
な
り
ま
す
。

入
札
参
加
資
格
審
査
受
付
の
お
知
ら
せ

平
成
28
・
29
年
度
（
新
規
登
録
）

橋　

本　

市　

役　

所

学 

校 

給 

食 

用 

物 

資

平
成
28
・
29
年
度
の
入
札
参
加
資
格
審
査
（
新
規
登
録
）
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
審
査

を
希
望
す
る
人
は
、
必
ず
受
付
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

「
橋
本
市
役
所
」
お
よ
び
「
水
道
事
業
」
の
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
は
、
管
財
課
で
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

な
お
、
そ
の
他
の
入
札
参
加
資
格
審
査
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
を
確
認
の

上
、
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

物
品
購
入
（
工
事
用
原
材
料
、
修
繕
、

機
械
点
検
、
リ
ー
ス
、
レ
ン
タ
ル
、

役
務
の
提
供
、
水
道
用
品
な
ど
を
含

む
）
、
建
設
工
事
、
測
量
・
建
設
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど

医
療
関
連
物
品
（
医
療
機
器
、
医
療

材
料
、
医
薬
品
、
試
薬
、
臨
床
検
査

な
ど
）

※
右
記
以
外
の
業
種
で
、
市
管
財
課
に
登

録
し
た
業
者
は
、
橋
本
市
民
病
院
へ
重

複
し
て
登
録
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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情報ワイドINFORMATION情報ワイド INFORMATION

 ■ごみの収集と持ち込みについて
年末12月29日㈫・30日㈬・31日㈭は通常通り収
集を行います。なお、年始は１月４日㈪から通常通
り収集を行います。ごみを持ち込みされる場合はエ
コライフ紀北へお願いします。持ち込みができる
のは、埋立ごみ以外の市が収集しているごみです。
（受入時間：午前８時～午後４時）

可燃ごみと
その他プラの収集 ごみの持ち込み

12月 27日㈰ 休み 休み
12月 28日㈪ 通常通り収集 通常通り受入
12月 29日㈫ 通常通り収集 通常通り受入
12月 30日㈬ 通常通り収集 通常通り受入
12月 31日㈭ 通常通り収集 通常通り受入
１月１日㈮ 休み 休み
１月２日㈯ 休み 休み
１月３日㈰ 休み 正午まで受入
１月４日㈪ 通常通り収集 通常通り受入

●可燃ごみ週一収集地区の臨時収集について
１月１日㈮に該当する地区は１月３日㈰に収集しま
す。必ず午前８時までに出してください。

■し尿収集
年末年始は、し尿のくみ取り依頼が多いため、希望
される人はお早めにお申し込みください。

●橋本市環境美化センター……………… ☎36-1153
し尿収集休業期間：12月28日㈪～１月３日㈰

●橋本市許可業者（50音順）
休業期間など詳しくは、各許可業者に直接お問い合
わせください。
●坂田衛生株式会社 …………………… ☎26-4190
●田中衛生社 …………………………… ☎42-5032
●中本環境株式会社 …………………… ☎32-0152
●有限会社バッキーズ ………………… ☎39-1233
●株式会社バッキーズ吉岡 …………… ☎33-8778
●深野衛生社 …………………………… ☎42-3952

■各種届出
婚姻届、離婚届、出生届、死亡届（埋・火葬許可）
などの戸籍届出は、市民課で午前８時30分から午
後５時まで受け付けます。
※ただし、転入届や転居届などの住民異動はできま
せん。

■各種証明書
下記の自動交付機は休業期間中も利用できます。た
だし、暗証番号を登録した「はしもと市民カード」
または「住民基本台帳カード」が必要です。
●市役所玄関ホール …… 午前８時30分～午後８時
●城山台センター街 …… 午前８時30分～午後５時
　（城山台２-11-１）

●自動交付機で発行可能な証明書
住民票の写し、印鑑登録証明書、課税（所得）証
明書　※戸籍に関する証明書は発行できません。

■急病・ケガ
●休日や夜間の診療（事前にご連絡ください）
●伊都地方休日急患診療所 …………… ☎33-1903
・12月30日㈬～１月３日㈰　　　　　
　午前９時～正午（受付は11時30分まで）
　午後１時～５時（受付は４時30分まで）
●伊都地方休日急患歯科診療所 ……… ☎33-1905
・12月30日㈬～１月３日㈰　午前９時～正午

●医療機関の案内・紹介
●県救急医療情報センター …… ☎073-426-1199
●橋本市消防本部 ……………………… ☎33-0119
●伊都消防組合消防本部 ……………… ☎22-0119

■上下水道
●漏水など上水道に関する緊急連絡
橋本浄水場 ……………………………… ☎33-0260
●下水道に関する緊急連絡
市役所 …………………………………… ☎33-1111

年末年始の業務案内

市営住宅入居者を募集します
▶入居予定日　平成28年３月１日㈫
 ▶申込手続きに必要な書類
①市営住宅入居申込書（建築住宅課備え付け）
②平成27年度所得証明書（平成26年中の所得）
③住民票（入居者全員の続柄がわかるもの）
④地方税の完納証明書
⑤同意書（関係機関への調査のため）
⑥その他必要な書類
※②、④は平成11年4月１日以前生まれの人全員分
▶入居者の決定
入居資格審査を行い、応募者多数の場合は、抽選に
より決定します。入居時には、２名の連帯保証人
（独立の生計を営む人、入居予定者と同程度以上の
収入を有する人など）が必要です。連帯保証人も所
得証明書、地方税の完納証明書などが必要です。
▶申し込み・問い合わせ　建築住宅課 ☎33-1115

▶申込用紙配布と申込受付期間
12月１日㈫～15日㈫（土・日曜日を除く）
午前８時30分～午後５時15分
▶申込資格（以下の要件をすべて満たす人）
・平成27年12月１日現在で、本人が市内に住所ま
たは勤務場所を有する人（ただし、本市による入
所手続きを経て、社会福祉法第２条第２項に規定
する施設に入所している人も、証明できる書類を
提出すれば申し込むことができます。）
・現に住宅に困窮していることが明らかな人（持ち
家のある人は原則不可）
・同居しようとする親族が本人を含めて２人以上の世帯
・地方税を滞納していない人
・本人と同居者の収入を合算した年間総所得金額が
規定の金額以内であること
・本人および同居者が、暴力団員でないこと

▶募集住宅

住 宅 名 所 在 地 構 造 等 建設年度
募集戸数

家賃月額（円） 間取り 備　考
優先枠

原 田 A 原田 134 簡耐２階建 平成３年 1 0 24,800 ～ 36,900 ３ＤＫ

東 家 東家 4-5-15
東家 4-2-2 中耐４階建 昭和 52 年

昭和 53 年 2 1 15,300 ～ 22,800 ３ＤＫ ２階

岸 上 岸上 144-1
岸上 150 簡耐２階建 昭和 63 年

昭和 62 年 2 1 21,400 ～ 31,800 ３ＤＫ

あ け ぼ の 神野々 84-1 中耐４階建 昭和 49 年 1 0 11,800 ～ 17,600 ３ＤＫ ４階
名古曽改良 名古曽 1130-10 簡耐２階建 昭和 58 年 1 0 19,800 ～ 29,500 ４ＤＫ

　※優先枠…母子・父子世帯や多子世帯などは、入居者の選定について優先的な取り扱いを受けることができます。

はしもとプレミアム商品券2015、わいわい子育て商品券の使用期限は12月31日です。
お早めにご使用ください。商品券は「取扱店」のステッカーを貼付している店舗で使用
できます。詳しくは、市ホームページをご覧ください。 【商工観光課・こども課】

わいわい子育て商品券の
受け取りはお済みですか？
受け取りがまだの人は、12月28日㈪まで受け
取ることができます。手続き方法などについて
は、こども課までお問い合わせください。
※交付対象者には６月下旬に申請書を送付して
います。

●問い合わせ　こども課 子育て係 ☎33-6102

使 用 期 限　　12月31日㈭

使用期限を過ぎた場合は無効となります。お早めに
ご使用ください。
また、未使用の商品券の払い戻し（換金）はできま
せんのでご注意ください。

問い合わせ

はしもとプレミアム商品券2015実行委員会
（橋本商工会議所内） ☎32-0004

はしもとプレミアム商品券・
わいわい子育て商品券の使用期限が間近です 休　　業　　期　　間

休業期間の取扱業務

●市役所　●上下水道部　●橋本市民病院
●保健福祉センター 健康福祉部、遊戯室、屋外遊戯場、社会福祉協議会、
 橋本・伊都障がい者相談支援センター、伊都障がい者就業・生活支援センター
 いきいきルーム、市民活動サポートセンター、
 ファミリーサポートセンター、足湯、急速充電ステーション
●市コミュニティバス　　　　　　　　　　　

12月29日㈫～１月３日㈰

●中央･地区公民館 12月28日㈪～１月４日㈪
●高野口斎場　●橋本周辺広域ごみ処理場（エコライフ紀北）  １月 １日㈮～1月２日㈯
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●はたごんぼコロッケ
【材料】２人分
はたごんぼ　　　　　　適量
じゃがいも　　　　　　２個
玉ねぎ　　　　　　１／２個
塩コショウ　　　　　　少々
小麦粉、卵、パン粉　　適量

①じゃがいもをゆでで、つぶす。
②玉ねぎをみじん切りにして、油をひいて炒め、しんなりしたらみ
じん切りにしたはたごんぼを加え、塩コショウで味を調える。
③①と②をボウルで混ぜ、好みのサイズに握って成形する。
④小麦粉をまぶし、卵、パン粉をつけて170℃の油で３分揚げれば
完成！

たごんぼとは
西“畑”地区で作られることから「畑ごんぼ」と言われています。
西畑の土壌は粘土質の固い地質で、ごぼうの種子を植えても、普
通の細長いごぼうではなく、太く捻じ曲がったごぼうができ、長さ
約１ｍ、太さ約10cmまでに育つものもあります。
他のごぼうに比べて、長さ、太さに加え、風味豊かで柔らかいの
が特徴です。

本の特産品へ
「はたごんぼ」は急峻な山の斜面で地中深く生えるので収穫には
労力がかかり、生産が途絶えていました。
しかし、平成25年から農村を企業の力で再生する県の「企業の
ふるさと制度」を活用して、農機具メーカー（ヰセキ農機）との協
力によって、作業効率も格段に向上し、伝統野菜として、新たな特
産品へ手応えをみせています。

野山への奉納
「南紀徳川史」には紀州藩内の特産品として、ごぼうの記載がさ
れています。当時、近隣の村落が旬の農産物を奥の院の弘法大師に
お供えする「雑

ぞう

事
じ

」という風習があり、「はたごんぼ」も奉納され
ていたと伝えられています。
本市では、平成25年度からその習わしを復活させて、「はたご
んぼの雑事」にも取り組んでいます。

西畑周辺地域では江戸時代から昭和の初めごろまでごぼうが生産されていました
が、生産上の困難さや他品目への転換が進み、生産が途絶えてしまいました。
近年、地元農家の皆さんが、生産の途切れていたごぼうを「はたごんぼ」として
復活させて、再び生産に取り組んでいます。
はたごんぼの持つ歴史と独自性が認められ、平成26年にはプレミア和歌山にも認
定されました。はたごんぼで橋本市を盛り上げていきましょう。 【農林振興課】

はたごんぼが旬を迎えました 「通知カード」はお手元に届きましたか？

 市民向け制度説明会を開催します

●日程　12月13日㈰
●時間　午前10時～正午、午後２時～４時
　　　　※各回とも開始30分前から開場
●場所　保健福祉センター　３階多目的ホール
●定員　各回先着200人
●内容　番号制度の概要などについて
●申込方法
企画経営室までEメールまたはファクスで申
し込んでください。

●申し込み・問い合わせ
企画経営室
☎33-1576　ファクス33-1665
Ｅメール kikakhsy@city.hashimoto.lg.jp

詳しくはお問い合わせください

●橋本市マイナンバーナビダイヤル（有料）
☎0570-07-1131
平日　午前９時～午後５時

●マイナンバー総合フリーダイヤル（無料）
☎0120-95-0178
平日　午前９時半～午後10時
土・日曜、祝日　午前９時半～午後５時半
※12月29日～１月３日を除く

「通知カード」を市民課窓口で受け取るには

窓口で受け取るには下記の書類が必要です。
なお、10月５日以降に転入手続きをした人で新規の交

付を希望した人は郵送されるのをお待ちください。
●本人または同一世帯員が受け取る場合
※世帯分離している人は代理人での受け取りになります。
●本人確認書類※1

●認め印
●代理人が受け取る場合
●代理権を証するもの※2

●本人（全員分）および代理人の本人確認書類※1

●代理人の認め印
（※1）本人確認書類（必ず原本をお持ちください）
顔写真付きかどうかで必要枚数が変わります。
・顔写真付き（運転免許証、パスポートなど） …… １枚
・顔写真なし（健康保険証、介護保険証、年金手帳、年
金証書、医療受給者証など） …………………… ２枚

（※2）代理権を証するもの
・法定代理人の場合
戸籍謄本など（本市に本籍のある場合は不要）

・任意代理人の場合
委任状（代理人の住所・氏名、委任事項、委任者の住
所・氏名・押印のあるもの）など、本人が代理人を指
定した事実を確認できる書類
※代理人が複数の委任を受ける場合は、それぞれの本
人の委任状が必要です。

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情
報を聞きだそうとする電話や訪問、また金銭の要求
などに関する相談事例が寄せられています。
国や市がマイナンバー制度に関して電話、訪問、

Ｅメールなどで所得や資産状況、家族構成、年金・
保険の情報や、金融機関の口座番号、暗証番号を聞
いたり、お金やキャッシュカードが必要だと連絡す
ることはありません。

詐欺の手口を紹介します。不審なことがあれば消
費生活相談窓口へ相談してください。
・「あなたのマイナンバーを貸して欲しい」「教
えてほしい」と頼む。

・マイナンバーを教えると、「犯罪だから解決金
が必要」と金銭を要求する。

●問い合わせ
市民生活環境課 消費生活相談窓口 ☎33-1227

マイナンバーを通知する「通知カード」はお手元に届きましたか？
住民票に記載されているすべての人にマイナンバー（個人番号）が記載された「通知カー

ド」が届きます。「通知カード」を受け取った人は、「個人番号カード」の申請ができます。
詳しくは「通知カード」に同封されている説明用パンフレットをご覧ください。
不在などで「通知カード」を受け取っていない場合は、郵便局で一定期間保管されます。

郵便局の「簡易書留ご不在連絡票」で、保管期限を確認し、保管期限内に再配達などの手続
きをお願いします。なお、保管期限が過ぎると市役所市民課窓口での受け取りとなります。

【市民課】

マイナンバー制度に便乗した詐欺にご注意ください！！「はたごんぼ寿司」や香りを生かした「はたごんぼ茶」などがあり、
他に家庭料理向けに、炊き料理の「ごんぼたいたん」や「はたごんぼ
コロッケ」など「はたごんぼ」の特徴を生かした、たくさんの調理方
法があります。ぜひ旬のはたごんぼを使って作ってみてください。

はたごんぼのおいしい食べ方

高

橋

は
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 ●ふるさと納税の特例控除額の上限が引き
上げられます
平成27年分から都道府県・市区町村に
対して寄附金（ふるさと納税）を支出し
た場合における特例控除額の上限が所得
割額の10％から20％に引き上げられま
す。
＜特例控除額の計算方法＞
特例控除額＝（都道府県・市区町
村への寄附金の合計額―2,000円）
×（90％－所得税の限界税率×
1.021）

●住民税における住宅ローン控除が延長さ
れます
住民税（市民税・県民税）の住宅ローン
控除について、適用期限が平成31年６
月30日まで１年６カ月間延長されまし
た。

●問い合わせ　税務課 市民税係 

●公的年金からの特別徴収制度が見直されます
（平成28年10月１日以降に実施される特別徴収に適用）
①市外に転出した場合における特別徴収の継続
公的年金から特別徴収されている人が市外に転出した場合に
おいて、転出した日の属する年度中については、特別徴収が
継続されることとなりました。
●１月１日から３月31日までに転出した場合
　→10月の特別徴収から中止されます。
●４月１日から12月31日までに転出した場合
　→特別徴収が継続されます。
②税額が変更された場合における特別徴収の継続
公的年金からの特別徴収の対象となっている人の税額が変更
された場合において、一部を除き特別徴収が継続されること
となりました。
③仮特別徴収税額の見直し
仮特別徴収税額（４月、６月、８月に支給される公的年金か
ら差し引かれる税額）と特別徴収税額（10月、12月、翌年
２月に支給される公的年金から差し引かれる税額）の不均衡
解消のため、仮特別徴収税額の計算方法が改正されました。
●改正前→前年度の２月と同額
●改正後→前年度の公的年金などにかかる所得から計算され
た年税額÷６

平成27年中の所得に対する平成28年度の市民税・県民税から適用される
主な税制改正についてお知らせします。 【税務課】

●提出書類
●採用試験申込書（顔写真貼付、自筆に限る）
※採用試験申込書は、橋本市民病院ホームページ
（http://www.hashimoto-hsp.jp/）からダ
ウンロードできます。

●職務経歴書（書式自由）
病院経営、医事業務、経理業務その他病院経営改
善に取り組んだ内容ならびに管理職経験の詳細な
内容
●「病院経営効率化に向けての取り組むべき課題及
び方策」をテーマにした論文（2,000字程度、書
式自由）

●提出先・問い合わせ
〒648-0005
橋本市小峰台二丁目８番地の１
橋本市民病院 総務課 ☎34-6123
※詳細については、橋本市民病院ホームページをご
確認ください。

●募集職種　事務局長（部長級）
※60歳定年制。採用時60歳以上の人は嘱託職員と
して採用します。

●募集人員　１人
●応募資格（次の要件をすべて満たす人）
●昭和40年４月１日以前に生まれた人
●100床以上の病院（官民不問）において、病院経
営や医事業務などの実務経験をおおむね10年以
上有し、かつ管理職などの職務経験を有する人
●地方公務員法第16条の各号（欠格条項）に該当
しない人

●採用予定日
　平成28年３月１日㈫（相談に応じます）
●試験方法　書類選考、面接試験
※試験日は申込者に別途通知します
 ●受付期間　12月１日㈫～28日㈪
●応募方法　持参または郵送
※持参の場合は、12月28日午後５時15分まで
※郵送の場合は、12月28日消印有効

市民税・県民税の税制改正について

橋本市民病院の事務局長を募集します

 滞納処分により事前連絡や承諾なしに、
財産を差し押さえることは許されるので
すか。

法律では、納付期限が過ぎた後、督促状を発
送して10日を経過した日までに完納されない
場合は、財産の差し押さえをしなければなら
ないとしています。この場合、本人に対して、
事前の連絡やその承諾は必要ありません。税
の公平性を保つために、法令に基づいて行
なっている財産の差し押さえです。納付期限
内の納付をお願いします。

勝手に個人の財産調査を行い、差し押さ
えるのは、プライバシーの侵害ではない
のですか。

税金を滞納すると、地方税法、国税徴収法に
基づき滞納処分を行うため、財産調査の権限
が発生します。これにより、勤務先や金融機
関などに対し財産調査を行いますが、この財
産調査は、個人情報保護法には抵触しません。

市税を納付期限内に納めることができま
せんでした。このまま放置しておいたら
どうなりますか。

納付期限までに納税がない場合、督促状の送
付に係る「督促手数料」と、納付期限の翌日
から完納の日までの期間の日数に応じて計算
した「延滞金」を本税に加算して納付してい
ただきます。
滞納したままであれば、財産（給与・預貯
金・生命保険などの債権、不動産など）の差
し押さえを行い、滞納している市税に充てる
滞納処分を行うことになります。

納税について相談をしたいのですが、平
日は仕事などで忙しくて市役所へ行けま
せん。

納税課では、毎月第４日曜日の午前８時30分
から午後５時まで、第４水曜日の午後５時15
分から午後８時まで、休日・夜間の納付・納
税相談窓口を設けています。また、電話でも
納税相談をお受けします。

12月は「合同滞納整理強化月間」です

 困ったときはご相談ください

病気や失業、事業の経営不振など、やむを得ない理
由で一時的に市税を各納付期限内に納付することが困
難な方は、生活状況など事情をお聞かせいただいたう
えで、徴収の猶予や一定の期間内での分割納付などを
することができます。
また、休日・夜間の納付・

納税相談窓口も設けています
ので、ご利用ください。
なお、今月の相談日時は、

12月27日㈰　午前８時30分～午後５時です。
※第４水曜日（12月23日㈬は祝日のため、夜間の納
付・納税相談は開設しません。）

市税は納付期限内に納付しましょう

市税は、自主的に納付期限内に納付することが原則
です。納付期限までに市税を納付しない場合、督促状
が送付され、本税に加えて督促手数料と延滞金を合わ
せて納付していただくこととなります。

滞納を放置しておくと滞納処分の対象となります

市では、納付期限内に納付されている方との公正・
公平性を保つため、督促や催告により納付を促しても
納付がない滞納者に対し、地方税法などに基づいて給
与、預貯金、動産、不動産などの差し押さえを行い、
延滞金を含めた滞納税額を強制的に徴収します。

市税は、まちづくりを支える大切な財源です。市では、納付期限内に納付された方と
の公平を保ち、滞納の解消を図るために、和歌山県、和歌山地方税回収機構と合同で
12月を「滞納整理強化月間」として、滞納者の財産（給与･不動産など）の差し押さえ
を集中的に行うなど、滞納整理の強化に取り組みます。
まだ、納付されていない方は、至急、金融機関または納税課で納付してください。ま

た、事情があり一時的に納付できない方は、未納のまま放置することなく納税課までご
相談ください。 【納税課】

Q Q

QQ

A A

AA

税金の滞納に関するQ＆A
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橋本市制10周年記念式典の観覧者を募集します
市では、市制10周年記念式典の観覧者を募集します。式典では皆さんの心に残るよう

なさまざまなアトラクションを予定しています。ぜひご応募ください。 【秘書広報課】

高野参詣道黒
く ろ

河
こ

道
み ち

国史跡指定記念シンポジウム
【文化スポーツ室】

・・・・・・　催　　　し　・・・・・・・・・・・・　受　　　章　・・・・・・ 臨時職員の募集
【職員課】

平成27年 秋の叙勲（敬称略）
【秘書広報課】

毎月第３金曜日（７月、８月を除く）に、市内のさ
まざまなコースを約１時間かけて歩きます。運動しや
すい服装でご参加ください。
詳しくは、市役所や各地区公民館で配布しているチ

ラシをご覧ください。
●日時　12月18日㈮　※雨天中止
　　　受付：午後１時30分～、出発：午後２時

●集合場所　橋本市民病院西側空き地
※なるべく乗り合わせてお越しください。

●コース
杉尾・明王寺コース

●問い合わせ
保険年金課 国保給付係
☎33-1271

初心者向けの要約筆記講習会
【福祉課】

聴覚に障がいのある人に、手書き文字やパソコン入
力で話の内容を伝えるのが要約筆記です。
手書き・パソコンそれぞれの要約筆記を体験してみ

ませんか。
●日程（全７回）
平成28年１月16日㈯～３月12日㈯の毎週土曜日
※１月30日㈯・2月20日㈯を除く

●時間　午前９時30分～正午
●場所　保健福祉センター
●定員　先着15人
●参加費　無料
●申込期限　12月18日㈮
●申込方法
氏名、住所、電話番号、生年月日を下記へ連絡して
ください。

●申し込み・問い合わせ
橋本市身体障害者連盟事務局（社会福祉協議会内）
☎33-0294　ファクス33-4377
平日 午前８時30分～午後５時15分

みんなで、らくらくウォーキング！！
ウォーキングデー！！ 【保険年金課】

黒河道が国の史跡に指定されたことを記念し、『昔
の人が歩いた高野参詣道の今　そして明日を考える』
と題してシンポジウムを開催します。
●日時　12月６日㈰　午後１時15分～４時30分
　　　　　　　　　（開場：正午）

●場所　市民会館大ホール
●参加費　入場無料（先着500人）
●内容
●第１部 記念講演
　講師：河

かわ

田
た

直
な お

也
や

氏（ＭＢＳアナウンサー）
　演題：昔の人は偉かった　古道を歩いて
●第２部 基調講演
　講師：村

むら

上
か み

保
や す

壽
と し

氏（高野山大学名誉教授）
　演題：高野参詣道について
●第３部 パネルディスカッション
　高野参詣道の歴史と現状及び今後の課題について

●問い合わせ
高野七口再生保存会 ☎070-2614-9671

駅前にぎわいパフォーマンス
【商工観光課】

駅前にぎわい創出事業として毎月楽しいイベントを
企画しています。
12月は地元シンガーソングライターやソプラノ歌

手によるクリスマスライブを行います。
当日は、サンタさんに「メリークリスマス」と言う

と子どもにはお菓子のプレゼントがあります。（プレ
ゼントはなくなり次第終了）
また、物産市もありますので、ぜひお越しください。

●日時　12月19日㈯（雨天中止）　午前10時～正午
●場所　橋本駅前広場　※有料駐車場があります。
●問い合わせ
はしもと広域観光案内所 ☎33-3552
午前９時～午後５時（水曜日を除く）

●勤務場所　税務課
●業務内容　申告受付事務、賦課作業補助など
●募集人員　５人
●応募資格（次の要件をすべて満たす人）
●パソコン（ワード、エクセルなど）の基本操作が
できる人
●地方公務員法第16条の各号（欠格条項）に該当
しない人

●雇用期間　平成28年１月７日～３月31日
●試験日　12月15日㈫
●試験内容　面接試験
●提出書類
臨時職員採用試験申込書、受験票用紙
※提出書類は、職員課、総合案内、高野口地区公民
館、および市ホームページで入手できます。

●受付期間
12月１日㈫～11日㈮（土・日曜日を除く）
午前９時～午後５時
※郵送による受付は行いません
●提出先・問い合わせ　職員課

たんぽぽ園・つくしんぼ園　園児募集
【こども課】

たんぽぽ園・つくしんぼ園では、毎日の集団生活の
中で、子どもたちの心身の成長や発達を促します。
●募集園
●橋本市立 たんぽぽ園
●社会福祉法人桃郷 つくしんぼ園
●対象
市内在住で発達支援を必要とする満２歳以上の幼児
●募集期間
12月１日㈫～28日㈪（土・日曜、祝日を除く）
午前９時～午後５時
※市の発達相談を受けていない人は、12月10日㈭
までにこども課までご相談ください。

●申し込み・問い合わせ　こども課 保育幼稚園係

●瑞宝双光章
大
おお

川
か わ

　勉
つとむ

　（向副）　現 浅香山病院看護副部長
●瑞宝単光章
古
ふる

川
か わ

　弘
ひろむ

　（古佐田）　元 橋本市消防団分団長

平成27年 秋の褒章
【秘書広報課】

●緑綬褒章
和歌山県サーフィン連盟　（東家）
　現 環境美化奉仕団体

第25回 危険業務従事者叙勲（敬称略）
【秘書広報課】

●瑞宝双光章
二
ふた

村
む ら

　勲
いさお

　（市脇）　元 警視長
●瑞宝単光章
平
ひら

野
の

　惠
けい

造
ぞ う

　（橋本）　元 橋本市消防司令

・・・・・・　募　　　集　・・・・・・
「スポーツ賞」候補者推薦の募集

【文化スポーツ室】

平成27年中に行われた各種スポーツ大会で優秀な
成績をおさめた個人・団体を対象に各スポーツ賞候補
者を募集しています。
県規模大会１位以上で入賞した個人（市内在住また
は出身）、または団体（市内で活動）を競技団体・職
場・学校などの代表者名で推薦してください。
なお、推薦調書と選考基準は文化スポーツ室で配布
しています。
●推薦締切　平成28年１月12日㈫
●提出先・問い合わせ
文化スポーツ室 ☎33-3704

●日時　平成28年１月31日㈰　午後１時30分～
●場所　市民会館
●内容　・小学生による未来へのメッセージ発表
　　　　・プロ演奏家と高校生による邦楽ライブ
　　　　・中学生による合唱や演奏　　　　など
●対象　市内在住の人
●定員　200人（応募多数の場合は抽選）

●申込期限　12月18日㈮（必着）
●応募方法（１回の応募につき４人まで）
観覧希望者の住所・氏名・連絡先を秘書広報課へ
はがきまたはファクスで申し込んでください。

●申し込み
〒648-8585（住所記入不要）
橋本市 企画部 秘書広報課 ファクス33-2674

HASHIMOTO CITY 10th Anniversary

10th10th10th

広  告
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家電リサイクルに関するお知らせ

橋本市エコパーク「紀望の里」改修工事の
お知らせ 【農林振興課】

・・・・・・　お 知 ら せ　・・・・・・ 転入夫婦新築住宅取得補助金
【企画経営室】

若年夫婦の転入を促進し、人口維持および地域の活
性化を図るため、市外から転入し、新築住宅を取得し
た満40歳未満の夫婦に対し、50万円の補助金を交付
します。
●主な要件
●平成27年４月１日以降に取得した市内の新築住
宅であること
●夫婦の双方またはそのいずれかの名義（夫婦以外
の人との共有名義の場合は、夫婦の持分が２分の
１以上であること）で所有権の保存または移転の
登記（平成27年４月１日から平成30年３月31日
までの登記）を完了していること
●市内に定住する意思があり、平成27年４月１日
以降に橋本市に夫婦双方が転入していること
●転入前１年間は本市に住民登録がないこと
●取得した住宅の所在地に住民登録をし、３カ月以
上異動をしていない夫婦
※その他の要件については、市ホームページをご覧
いただくか、お問い合わせください。

●申請先・問い合わせ　企画経営室

橋本市民病院 売店・レストランの
入居事業者を募集します 【橋本市民病院】

●応募方法
募集要項を確認の上、必要書類を提出してください。
募集要項は12月９日㈬から市民病院総務課で配布
します。（市民病院ホームページからも入手可）
●申込期間
12月10日㈭～25日㈮（土・日曜、祝日を除く）
午前９時～午後５時
●申し込み・問い合わせ
橋本市民病院 総務課 庶務係 ☎34-6128

橋本市エコパーク「紀望の里」の施設整備に伴う改
修工事を実施します。
改修工事に伴い、下記の期間で施設への立ち入りお
よび、浴場や農産物直売所など全ての施設の利用がで
きません。
ご利用の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。
●工事期間　12月31日㈭～平成28年４月末（予定）
●問い合わせ　農林振興課

「訪問販売お断りシール」をリニューアル
しました 【市民生活環境課】

突然の訪問を受け、トラブルになったり、トラブル
になりそうになったことはありませんか？
希望される人にリニューアルした「訪問販売お断り
シール」をお渡しします。玄関先やポ
ストなど訪問者によく見えるところに
シールを貼ることで、不要な訪問を受
け付けない意思表示をしましょう。
●配布場所・問い合わせ
市民生活環境課 協働・消費生活係

水道管の凍結による破損を防ぎましょう
【水道工務課】

冬場は、水道管の凍結による破損が多くなります。
水道管が露出しているところで、日当たりの悪いと
ころや風通しの良いところなどには、毛布や市販の保
温カバーなどで凍結による破損防止の対策を行いま
しょう。
●問い合わせ　水道工務課 ☎33-2861

人権啓発ビデオ・DVDをお貸しします
【人権・男女共同推進室】

人権啓発のための研修や学習会に役立てていただく
ためのビデオやDVDを無料で貸し出しています。
貸出一覧など、詳しくはお問い合わせいただくか、

市ホームページをご覧ください。
●問い合わせ　人権・男女共同推進室

都市計画の変更などに関する縦覧および
意見書の提出について 【まちづくり課】

●都市計画などの種類および名称
①橋本都市計画道路（３・５・１号 神野々真土
線）の変更（県決定）

②橋本都市計画道路（３・４・25号 吉原神野々
線）の変更（県決定）

③橋本都市計画用途地域の変更（市決定）
④容積率、建ぺい率などの指定

●意見書の提出
案について意見のある人は、縦覧期間中に意見書を
提出することができます。

●縦覧・意見書提出期間　12月11日㈮～24日㈭
●縦覧場所・提出先・問い合わせ
①②④について
●県庁 都市政策課 ☎073-441-3231
●市役所 まちづくり課 計画指導係 ☎33-6103
③について
●市役所 まちづくり課 計画指導係 ☎33-6103

「忘れずに　夜の外出　反射タスキ」
わかやま冬の交通安全運動 【総務課】

12月１日～10日は、「わかやま冬の交通安全運
動」期間です。12月は、交通量が増え、日没の時刻も
早くなります。運転者は、早めにヘッドライトを点灯
しましょう。歩行者や自転車に乗る人は、夜光反射材
などを活用し、交通事故に遭わないようにしましょう。
また、忘年会シーズンですが、飲酒運転は絶対にや

めましょう。
●問い合わせ　総務課 公共交通・安全係

下水道排水設備指定工事店と責任技術者の
登録（更新・新規）について 【下水道課】
市内で下水道の排水設備工事を行うには、排水設備

指定工事店および責任技術者として、市に登録する
必要があります。登録の期限が平成28年３月31日に
なっている工事店、技術者が更新の対象となります。
本年度の更新および新規の登録受付については、下

記期間に実施します。
●登録用紙配布期間
12月14日㈪～平成28年１月15日㈮
（土・日曜、祝日、年末年始を除く）

●受付期間
平成28年１月４日㈪～22日㈮
（土・日曜、祝日を除く）

●登録用紙配布・申し込み・問い合わせ
下水道課 業務計画係 ☎33-3150

第67回 人権週間
【人権・男女共同推進室】

12月10日は「人権デー」です。この日に先立つ１
週間を「人権週間」として、全国各地でさまざまな人
権啓発活動が行われます。
世界中の全ての人はみんな同じ人権をもつ、かけが

えのない存在です。全ての人の人権が尊重される豊か
な社会をつくりましょう。困りごと、心配ごとでお悩
みの人は、下記の人権相談窓口までお気軽にご相談く
ださい。相談は無料で、秘密は守られます。
●面談による相談窓口
和歌山地方法務局橋本支局（東家５丁目２-２）
月～金曜日の午前８時30分から午後５時15分まで
（12月29日～１月３日および祝日を除く）

●電話による相談窓口
●子どもの人権について（子どもの人権110番）
　☎0120-007-110
●女性の人権について（女性の人権ホットライン）
　☎0570-070-810
●全国共通人権相談ダイヤル（みんなの人権110番）
　☎0570-003-110はしもと de 婚パ　婚活セミナー

●日程　平成28年１月30日㈯
●内容・時間
●人生のパートナーとして選ばれる女性になるために
　午後２時～３時30分（女性対象）
●意中の女性を振り向かせる男性の魅力とは
　午後４時15分～５時45分（男性対象）
●場所　保健福祉センター
●講師　羽

はね

林
ばやし

由
ゆ

鶴
ず

氏（103㎏の恋愛カウンセラー）
●対象　20歳から39歳までの独身の人
●定員　男女各30人（先着順）
　　　※市内在住の人を優先します

●参加費　無料
●申込期間
12月７日㈪～平成28年１月18日㈪
●申込方法
住所、氏名、性別、生年月日、
年齢、電話番号を企画経営室へ
Ｅメールまたは申込フォームで
申し込んでください。
●申し込み・問い合わせ
企画経営室 ☎33-1576
Ｅメール kikakhsy@city.hashimoto.lg.jp

あなたの婚活をお手伝い。幸せな結婚を手にしたい独身の人向けのセミナーを開
催します。セミナーに参加して、自分磨きをしてみませんか。

▲申込フォーム
　への携帯電話
　用バーコード

エアコンやテレビなどは、家電リサイクル法で処理方法が定められており、ごみステーション
には出せません。今回は、対象品の処理方法についてお知らせします。 【市民生活環境課】

●家電リサイクル法の対象品
エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、テレビ、洗濯機・衣類乾燥機

●対象品の処理方法（全て有料です）
●買い替え先のお店や対象品を購入したお店、近くの家電
小売業者に相談し、引き取ってもらう。

●郵便局でリサイクル券を購入し、指定引き取り場所に持
ち込む。

●冷温庫も家電リサイクルの対象品です
平成26年３月から小型の冷温庫も電気を
使うものであれば、家電リサイクル法の
対象品となっています。
小さいからといって、普通
のごみとして捨てないでく
ださい。
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ヘルスアップ教室に参加しませんか？ がん検診等集団検診の追加実施のおしらせ

血流・血管年齢測定会
【健康課】

・・・・・・　健康・福祉　・・・・・・

補助金制度の対象となる融資を利用している事業主
に対し、その融資の利子の一部を補助します。
●対象　市内で事業所を営んでいる市民、もしくは市

内に本店のある法人で、同一の事業を引き続
き１年以上営んでいる人

●対象となる融資
●機関名：株式会社日本政策金融公庫
●資金名：小企業等経営改善資金貸付（マル経）
●補助額
平成27年１月から12月の間に支払った利子額のう
ち、1.0％分の利子額に相当する額
※ただし、返済開始月から36カ月以内に限ります。

●申請期限　平成28年１月８日㈮
●問い合わせ　商工観光課

中小企業信用保証料補助金
【商工観光課】

平成27年４月から平成28年３月の間に、和歌山県
中小企業融資制度の対象となる融資を利用した事業主
に対し、支払った信用保証料の一部を補助します。
●対象　市内で事業所を営んでいる市民、もしくは市

内に本店のある法人
●対象となる融資

制度名 資金名

一般融資 経営支援資金、小企業応援資金、
新規開業資金

政策融資 成長サポート資金、災害復旧対策資金
●補助額　支払った信用保証料の２分の１（上限10万円）
●申請期限　平成28年３月31日㈭
●問い合わせ　商工観光課
※平成28年３月中に融資を利用する人は、必ず事
前にご相談ください。

商工業活性化資金利子補給補助金
【商工観光課】

・・・・・・　商　　　工　・・・・・・難聴児の補聴器購入助成事業について
【福祉課】

身体障がい者手帳の交付対象にならない軽度・中等
度の難聴児の言語習得、教育などにおける健全な発達
を支援するため、補聴器の購入に要する費用の一部を
助成します。
●対象
18歳未満市民で、両耳の聴力レベルが原則として
30デシベル以上70デシベル未満の人
※同一世帯内に市民税所得割額が46万円以上の人
がいる場合は助成を受けることができません。

●助成額（修理費用は対象外）
市が認めた助成基準額の３分の２（非課税世帯には
全額）を助成します。

●申請に必要なもの（まずは福祉課へご相談ください）
●指定自立支援医療機関の医師による意見書
●市と「補装具費の代理受領に関する契約」を締結
した事業所による見積書

●申請先・問い合わせ
福祉課 障がい福祉係 ☎33-3708

子宮頸がん等ワクチン接種に係る
医薬品副作用被害救済制度について 【健康課】

平成25年３月31日までに、市町村の助成により、ヒ
トパピローマウイルスワクチン（子宮頸がんワクチン）、
ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを
接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医
療機関を受診した人は、接種との関連性が認定される
と、医療費・医療手当が支給される場合があります。
心当たりのある人は、具体的な請求方法などについ

て、下記にお問い合わせください。
●問い合わせ
独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相
談窓口 ☎0120-149-931（フリーダイヤル）
※上記番号でつながらない場合は、
　☎03-3506-9411へ（有料）

「街のお助け隊」サービスのお知らせ
【いきいき長寿課】

橋本市シルバー人材センターでは、地域貢献や社会
貢献を目的として、高齢者の暮らしのちょっとした困
りごとをお手伝いする「街のお助け隊」サービスを
11月２日から開始しました。
作業内容などの詳細については、橋本市シルバー人
材センターまでお問い合わせください。
●対象　市内在住の65歳以上の一人暮らしの人
●料金
●30分程度：500円
●30分～１時間程度：1,000円
●問い合わせ
橋本市シルバー人材センター ☎33-3133

介護者交流会
【地域包括支援センター】

介護に関する不安や悩みを少しでも軽減できるよう
に、介護されている家族や介護経験のある人を対象に
交流会を開催します。
●日時　12月９日㈬　午後１時30分～３時30分
●場所　保健福祉センター
●問い合わせ　地域包括支援センター ☎32-1957
※介護が必要な人と一緒に参加される場合は、事前
に連絡してください。

街角の年金相談センター和歌山（オフィス）
開所のお知らせ 【保険年金課】

日本年金機構は、年金相談のニーズにお応えする
ため、12月７日㈪、和歌山市に街角の年金相談セン
ター和歌山（オフィス）を開所します。
●所在地　損保ジャパン和歌山ビル１階
　　　　　（和歌山市美園町三丁目32－１）
●受付時間　月～金曜日　※祝日、年末年始を除く
　　　　　午前８時30分～午後５時15分

採血なしで、指先をセン
サーに乗せるだけで、血流と
血管年齢を測定できます。
血流や血管などの微細な変
化を見ることで、健康状態を
チェックし、生活習慣を見直
すきっかけにしてみませんか。
●日時　12月11日㈮　午前９時～午後３時
●場所　保健福祉センター
●対象　40歳～74歳までの市民
●定員　先着30人
●費用　無料
●申込期限　12月10日㈭
●申し込み・問い合わせ
健康課 保健予防係 ☎33-6111

橋本・伊都ふれあい広場
【福祉課】

障がいのある人もない人も、一緒になって互いに交
流を深め、地域みんなで支えあえるまちづくりを目指
しましょう。
●日時　12月12日㈯　午後０時30分～４時
●場所　産業文化会館
●内容
●さをり織りファッションショーやバリアフリー体
験学習会などのステージイベント
●各団体や障害福祉関係機関・施設などによる展
示・体験・販売コーナー

●問い合わせ
伊都振興局 健康福祉部
☎42-5440　ファクス42-0886

本年度の特定健診、がん検診の集団検診を追加実施します。　　　【健康課】「ちょっと運動不足かな？」「食事が偏っているかな？」と思っている人は、少し
生活習慣を振り返ることで今以上に健康になります。生活習慣病予防や健康づくりの
ために参加してみませんか。 【健康課】

●対象
本年度、特定健診・がん検診を受診して
いない40歳以上の市民（特定健診は40
～74歳の国民健康保険加入者、乳がん
検診は２年度に１回対象）

●費用　各500円
※肺がん検診は無料です。また、胃が
ん・大腸がん・乳がん検診は、受診日
当日で70歳以上の人、無料クーポン
券対象者、生活保護受給者は無料です。

●対　象　40～64歳の市民
●場　所　保健福祉センター
●参加費　無料
※調理実習には材料費400円が必要。
●定　員　先着25人
●申し込み・問い合わせ
健康課 ☎33-6111
※電話でお申し込みください。

●日程・時間・内容（全６回）
日　程 時　間 内　容

１月28日㈭ 午後１時30分～３時30分 医師のお話
２月８日㈪ 午後１時30分～３時30分 ヨガ
２月22日㈪ 午前10時30分～午後１時30分 調理実習
３月３日㈭ 午後１時30分～３時30分 歯科医師のお話
３月14日㈪ 午後１時30分～３時30分 ヨガ
３月28日㈪ 午前10時30分～午後１時30分 調理実習、修了式

●日程・時間・検診内容
日　程 時　間 検診内容

１月24日㈰ 午前８時30分
 ～10時30分

特定健診、胃がん・
肺がん・大腸がん検診１月25日㈪

１月31日㈰ 午前８時30分～10時
乳がん・大腸がん検診２月14日㈰

午後０時45分～２時
２月15日㈪

●場所　保健福祉センター
●申し込み・問い合わせ　健康課 ☎33-6111
　※電話でお申し込みください。
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市 民 相 談
エルタックスとは、地方税における手続きを、イン

ターネットを利用して電子的に行うシステムです。
このシステムは自宅やオフィス、あるいは税理士事

務所などからインターネットにより手続きができ、複
数の地方公共団体への申告をまとめて一度に送信でき
ます。詳しくは、地方税電子化協議会ホームページ
（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。
●エルタックスでできること
●電子申告
個人住民税（給与支払報告書、特別徴収関連手
続）、法人市民税、固定資産税（償却資産）

●電子申請・届出
個人住民税（特別徴収義務者の名称変更届出な
ど）、法人市民税（法人の設立届・異動届など）

●問い合わせ
地方税電子化協議会 ☎0570-081459

休日の納付・納税相談
【納税課】

●相談日時（毎月第４日曜日）
●12月27日㈰　午前８時30分～午後５時
※第４水曜日（12月23日㈬）は祝日のため、夜間
の納付・納税相談は開設しません。

●場所・問い合わせ　納税課 ☎33-6109

納付期限のお知らせ
【納税課】

●12月25日㈮
固定資産税 ……………………………………… ３期
国民健康保険税 ………………………………… ６期
後期高齢者医療保険料 ………………………… ６期
●平成28年１月４日㈪
介護保険料 ……………………………………… ６期

従業員の個人住民税（市民税・県民税）は
特別徴収の実施を！ 【税務課】

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）を利用した
電子申告が便利です 【税務課】

・・・・・・　　税　　・・・・・・

個人住民税の特別徴収とは、事業者（給与支払者）
が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義
務者である給与所得者に代わって、毎月従業員（給与
所得者）に支払う給与から個人住民税を徴収（天引
き）し、納入していただく制度です。
なお、地方税法第321条の４および橋本市税条例第

44条の規定により、事業者は原則としてすべて特別
徴収義務者となり個人住民税の特別徴収を行うことと
されています。詳しくは全国地方税務協議会ホーム
ページをご覧ください。
●問い合わせ　税務課 市民税係

家屋の取り壊しの連絡はお済みですか？
【税務課】

固定資産税・都市計画税は毎年１月１日（賦課期
日）現在で市内に土地・家屋・償却資産を所有する人
に対して課税されますが、年の途中で家屋の全部もし
くは一部を取り壊されると、翌年度から、取り壊され
た面積分は課税されません。
市では、市内の家屋の状況把握に努めていますが、

取り壊しのご連絡がない場合、取り壊しが確認しきれ
ず、翌年度以降も引き続き課税される恐れがあります。
平成27年１月２日から平成28年１月１日までの間

に家屋の全部または一部を取り壊された人は、取り壊
した床面積の大小に関わらず、平成28年１月29日㈮
までに税務課資産税係へご連絡ください。担当者が現
場に出向き、取り壊されていることが確認できました
ら、翌年度からは課税されません。
なお、登記のある家屋を取り壊し、すでに法務局で

取り壊しに関する手続きをお済みの場合は、法務局か
ら税務課に通知がありますので、連絡は不要です。
●問い合わせ　税務課 資産税係

偉
大
な
選
手
誕
生
の
背
景
に
は
、
本
人
の
能

力
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
地
理
、
施
設
、
人
、

そ
し
て
経
済
的
な
こ
と
な
ど
、
様
々
な
要
因
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
複
数
の
要
因
が
時
や
場
所
、

そ
の
組
み
合
わ
せ
を
変
え
な
が
ら
、
歯
車
と

な
っ
て
選
手
を
一
流
へ
と
押
し
上
げ
て
い
く
の

で
し
ょ
う
。

紀
の
川
の
存
在
が
、
前
畑
さ
ん
の
人
生
を
方

向
づ
け
る
一
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
号
で

述
べ
た
通
り
で
す
。
今
号
か
ら
は
、
前
畑
さ
ん

の
母
校
で
あ
る
橋
本
尋
常
高
等
小
学
校
（
以
下

橋
本
小
）
に
焦
点
を
あ
て
た
い
と
思
い
ま
す
。

橋
本
小
の
水
泳
部
が
創
部
さ
れ
た
の
は
、
前

畑
さ
ん
が
小
学
４
年
生
に
な
っ
た
１
９
２
４
（
大

正
13
）
年
で
す
。
こ
の
前
年
、
学
校
長
で
あ
る
西に

し

中な
か

武た
け

吉き
ち

先
生
の
発
案
に
よ
り
、
３
年
生
以
上
を

対
象
に
し
た
水
泳
指
導
が
紀
の
川
で
行
わ
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
最
終
日
の
試
験
で
、
１
０
０
０
ｍ

を
完
泳
し
た
生
徒
を
部
員
に
、
水
泳
部
が
創
部

さ
れ
ま
し
た
。
前
畑
さ
ん
も
蛙
泳
ぎ
と
犬
か
き

泳
ぎ
を
駆
使
し
て
必
死
に
泳
ぎ
切
り
、
最
年
少

部
員
と
し
て
水
泳
部
に
名
を
連
ね
た
の
で
す
。
ま

さ
に
選
手
、
前
畑
秀
子
の
始
ま
り
の
時
で
す
。

こ
れ
以
降
、
昭
和
戦
前
期
に
お
い
て
、
橋
本

小
は
全
国
で
も
有
数
の
水
泳
強
豪
校
と
し
て
名

を
轟
か
せ
て
行
き
ま
す
。

水
泳
好
き
の
少
女
を
選
手
へ
と
導
い
た
橋
本

小
の
存
在
は
大
き
く
、
ま
た
こ
の
頃
を
境
に
、

彼
女
を
取
り
巻
く
様
々
な
歯
車
が
、
少
し
ず
つ

動
き
始
め
て
い
く
の
で
す
。

前
畑
秀
子
ス
ト
ー
リ
ー

第
五
話

　

橋
本
小
学
校
の
存
在

紀和病院在宅介護支援センター … ☎33-5000
在宅介護支援センターさくら苑 … ☎44-1189

橋本市地域包括支援センター…… ☎0120-555-294
ひかり苑在宅介護支援センター ……… ☎37-3000

介 護 サ ー ビ ス 相 談

防災はしもとメール配信 防災行政無線
テレホンサービス

●登録方法（詳しくは防災推進室へ）
bousai.hashimoto-city@raiden.ktaiwork.jp
に空メールを送信後、返信メールに従って登録
してください。
●配信内容　気象警報、防災・行政・不審者情報

防災行政無線の放送内容を確認するこ
とができます。
☎0120-78-0620
※上記番号でつながらない場合は、
　☎0736-39-0620へ（有料）

▲携帯電話用
　バーコード

相　　談　　名 相 談 日 時　　間 場　　所 受 付 方 法 問い合わせ
行政相談
国の仕事などについての
苦情や要望など

12/８㈫ 13:30～16:00 市役所１階（会議室Ｂ）
当日午後３時までに市
民課へ（先着順）

市民課

法律相談会
弁護士が対応
（予約制・先着８名）

①12/９㈬
②12/16㈬ 13:00～16:00

①高野口地区公民館
②市役所１階
　（会議室Ｂ）

12/４㈮ 午前８時30分
から直通電話のみ受付
☎39-7200

市民課

年金出張相談（予約制）
厚生年金や国民年金の相
談や手続き

１ /14㈭
１ /28㈭ 10:00～15:00 教育文化会館３階（第３研修室）

12/10㈭から和歌山東
年金事務所お客様相談
室へ電話申込

和歌山東年金事務所
☎073-474-1813

心配ごと相談
市民生活での心配ごと全般

①12/４㈮
②12/７㈪
　12/14㈪
　12/21㈪

13:00～16:00
①高野口地区公民館
②保健福祉センター 
２階（会議室４）

相談日時に相談場所へ
（電話相談は相談日時
に☎33-1111、または
☎33-0294へ）

社会福祉協議会
☎33-0294

こころの健康相談（予約制）
こころの病気、ひきこもりな
どで悩まれている人や家族

12/４㈮
12/24㈭ 午後から 橋本保健所 橋本保健所保健福祉課へ 橋本保健所

☎42-5440

認知症電話相談
認知症やその介護につい
ての電話相談

12/１㈫
12/15㈫ 13:00～17:00 ――― 相談日時に電話で受付

☎0120-555-294

橋本市地域包括支援
センター
☎32-1957

ＮＰＯ相談会（予約制）
ＮＰＯ法人の設立・運営管
理・各種手続きなど

12/９㈬
12/16㈬ 10:00～16:00 市民活動サポートセンター

市民活動サポートセン
ターへ

市民活動サポート
センター
☎33-0088

消費生活出張相談会
悪質商法の被害、消費者
の契約・取引トラブルなど

①12/１㈫
　12/15㈫
②12/８㈫
③12/22㈫

13:00～16:00

①市役所１階
　（会議室Ｂ）
②かつらぎ町役場
③九度山町ふるさとセンター

相談日時に相談場所へ 市民生活環境課

多重債務無料法律相談
司法書士が対応 12/12㈯ 13:00～16:00 橋本商工会館 相談日時に相談場所へ 市民生活環境課

人権相談（※１）（予約可）
いじめ、差別、虐待、家族
や近隣間の悩みごとなど

12/４㈮ 13:30～16:00 市役所１階（会議室Ｂ）
当日午後３時までに相
談場所へ 人権・男女共同推進室

その他の相談（詳細についてはお問い合わせください）
・教育相談（市内に在住・在学する子どもの不登校、いじめなど） ·········· 問い合わせ：教育相談センター ☎32-1512
・家庭児童相談（子育ての悩み、児童虐待や不登校など） ························· 問い合わせ：家庭児 童相談室 ☎33-2111
・青少年センター相談（※２）（非行など） ······················································· 問い合わせ：青少年センター ☎32-2124
・消費生活相談（悪質商法や多重債務に関する悩みなど） ························· 問い合わせ：市民生活環境課 ☎33-1227
・耐震相談（耐震診断や耐震改修など） ························································ 問い合わせ：建築住宅課 ☎33-1115

※１　人権相談は、和歌山地方法務局橋本支局（☎32-0206）でも随時実施しています。
※２　青少年センター相談は、Ｅメール（genki@3rd.city.hashimoto.wakayama.jp）による相談もできます。
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タウン情報 日期日　時時間　場場所・会場　対対象・資格　定定員　費費用
申申込先　期申込期間　持持ち物　他その他事項　問問い合わせ

子育てぱーく 問い合わせ▶▶▶こども課☎33-6102

第７回 家庭教育支援チームヘスティア主催講座
手作りスイーツでほっこりしませんか
日12/15㈫ 時10:00～12:00 場隅田地区公民館 対
子育てに関わる人 定先着30人 費300円（材料費） 
期実施日の１週間前まで 申 問事務局（社会教育課
内） ☎33-6112

術後の痛み、薬の副作用など情報交換で心を軽く
乳がん患者サロンおしゃべり会
日12/２㈬ 時13:30～15:30 場保健福祉センター 
対乳がん体験者とその家族 費無料 問乳がん患者サ
ロン・スイートピー橋本 金森 ☎36-5121

「手話」って？知りたい！覚えたい！
（初級）手話体験
日12/２㈬・９㈬・16㈬ 時19:45～21:00 場教育
文化会館 定先着５人 費無料 問手話サークルおやゆ
び 久保 ☎090-8143-3280

文字でおしゃべりしましょう！どなたも大歓迎！
中途失聴・難聴者交流の筆談会
日12/６㈰・19㈯ 時13:00～15:00 場教育文化会
館 対中途失聴・難聴者および一般の人 費無料 問事
務局 多田 ☎/ファクス36-0844

冬休みにみんなで『日本昔ばなし』を楽しもう
ＤＶＤ、プロジェクターの貸し出し
対子ども会、親子クラブ、子育てサークル 費無料 申問
橋本ロータリークラブ 担当・大沼 ☎090-6989-3173

①②サンタからのおくりもの♡　③プレ幼稚園体験
①②クリスマス会　③親子教室体験
日①12/４㈮ ②12/14㈪ ③12/10㈭・17㈭ 時①
②10:30～11:30 ③10：30～12：00 対①平成26
年４月２日以降生まれ ②③平成25年４月２日～平
成26年４月１日生まれ 定①②先着30組 ③各日先
着10組 費無料 期実施日前日まで 場申問三石台幼
稚園 ☎37-2236

 
振る・たたくだけでステキな音が響き癒されます
トーンチャイム＆太鼓体験教室
日12/12㈯・26㈯ 時16:00～17:00 場高野口地区公民
館 対小学生以上 定先着10人 費500円（運営協力費） 
期12/10㈭まで 問ファインクラブ高野口 ☎43-1001

おもちゃ直します！
はしもとおもちゃ病院
日12/12㈯・27㈰、１/９㈯・24㈰、２/13㈯・
28㈰ 時９:00～12:00 場教育文化会館 費無料（部
品代として200～300円かかる場合があります）  
問はしもとおもちゃ病院 柏木 ☎090-2505-7911

高野山開創1200年　町
ちょう
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好
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々
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・歩
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き
なぜ！町石道が世界遺産に登録されたの？
日①慈尊院前→矢立：12/13㈰・19㈯・23㈷・27㈰、１
/２㈯ ②矢立→大門：12/20㈰・26㈯・31㈭、１/３㈰ 
③慈尊院前→大門：１/９㈯ 時場７:50にコース別の集
合場所へ 定各回先着15人 費①1,000円、②③1,500円
（保険代など）期実施日の１週間前まで 申問好

ハオ

好
ハオ

・倶
楽部事務局 三宅 ☎080-6119-4228（平日正午～）

子育てタウン情報子育てタウン情報

※２月号への掲載依頼の締め切りは12月21日㈪です。

育児の工夫シリーズ⑨

子どもとできるおやつ作り
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子
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、
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年
代
の
子
ど
も
た
ち
が
い
る
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ら
か
、
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嫌
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ま
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も
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、
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。
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思

い
ま
す
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今回は保育園で人気のある、簡単おやつをご紹介します。
子どもはお手伝いが大好きです。家族と一緒に作るこ
とは、子どもの楽しい思い出となり、食に対する意欲を
育みます。毎日忙しいと思いますが、このような機会を
持つことは親子の素敵な時間になると思います。
このおやつは、皮むきや茹でたさつま芋と小麦粉など
を練ったり、形を整えるところなど一緒に作ることがで
きます。手で棒状にしてもいいですね。
家族一緒に楽しいおやつタイムを過ごしてください。

おさつ棒
【材料】　（大人４人分）
さつま芋 ……………180ｇ
小麦粉 ……………… 90ｇ
砂糖 ………………… 30ｇ
揚げ油 …………………適量
【作り方】
①さつま芋は皮をむき、輪切りにして水にさらし、ア
クを抜く。
②アク抜きしたさつま芋を蒸す。（茹でたり電子レン
ジで加熱してもいいです。）
③ボウルに入れ、砂糖を加えてつぶし、小麦粉を加え
てしっかり練る。
④生地を伸ばし、棒状に切る。
⑤最後に170～180℃の油で揚げる。
このおやつは子どもが噛みちぎって食べるにはうって
つけです。噛みちぎることで自分の一口の大きさが分
かったり、噛む力が鍛えられます。ぜひお試しください。

子育て支援センター
遊びや親子交流、子育て相談の場です。お気軽に
お越しください。各支援センターでは、さまざまな
イベントを催しています。詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
ポトフのおなべ（ムーミン谷こども園内） … ☎34-7870
開設日時　平日10:00～15:00

こののほっとルーム（神野々ふれあい会館内） … ☎32-9345
開設日時　平日10:00～12:00、12:30～15:30
　　　　　※12月16日㈬午後・28日㈪は休み
キオラクラブ（高野口こども園内） ……… ☎43-1305
開設日時　平日10:00～15:00 
さくらんぼルーム（すみだこども園内） … ☎33-1121
開設日時　平日９:00～14:00
ひまわりルーム（応其こども園内） ……… ☎44-3322
開設日時　平日９:00～14:00
カナカナクラブ（旧橋本東保育園内） …… ☎32-9732
開設日時　水～金曜日10:00～15:00
　　　　　※12月23日㈬は祝日のため休み

それいけ！わんパーク
ふれあい遊びやリズム体操、大型遊具などで、親
子が一緒になって元気いっぱい遊べます。
申し込みは不要です。開催時間内にご自由にお越
しください。
日時　12月14日㈪　９:30～11:30
場所　県立橋本体育館
対象　市内在住の未就園児と保護者
費用　一家族につき100円（傷害保険代）
問い合わせ　福祉課 ☎33-3708

住　所
市脇
マ　マ
橋
はし

本
も と

 未
み
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お子さん
理
り

玖
く

虎
と

くん

今
回
は

住 所 今

子育てママに子育てママにインタビューインタビュー
vol.44

もっと知ろう

食育

橋本観光ガイド養成講座（第３期）
橋本市観光協会では、橋本市の自然・文化などを観光客に紹介する観光ガイド養成講座

（無料）の受講生を募集します。講座終了後は、「橋本観光ガイドの会」のメンバーとし
て活動していただきます。詳しくは、はしもと広域観光案内所までお問い合わせください。

●日程　平成28年１月16日㈯～３月26日㈯
※講座（土曜日の午後）３回、現地学習（日曜日
の午前）５回、修了式の計９回の日程です。

●内容　市内各方面、高野街道や大和街道について、
講義と現地学習を交えながら学びます。

●対象　市内在住の人
●定員　先着20人

●申込期間　12月７日㈪～25日㈮
●申込方法　はがきに、住所・氏名・年齢・連絡先

を記入の上、申し込んでください。
●申し込み・問い合わせ
〒648-0065　橋本市古佐田一丁目５番９号
はしもと広域観光案内所 ☎33-3552
午前９時～午後５時（水曜日を除く）
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健康カレンダー 問い合わせ▶▶▶健康課☎33-6111 本のひろば 問い合わせ▶▶▶橋本市図書館 ☎33-0899
　利用時間：９:00～18:00
　休 館 日：毎週月曜日

今月の催し
催　　　し 日　程 時　間 場　所

近代文学（石井照千代） 12/６㈰ 12:00～13:50

教育
文化会館

源氏物語（石井照千代） 12/６㈰ 14:10～16:00

English Café（英語の随筆） 12/１㈫
12/15㈫ ９:30～11:45

English News（英字新聞） 12/６㈰ ９:30～11:45

English Camp
（英語の短編小説など） 12/８㈫ ９:30～11:45

English Lounge
（実践ビジネス英語） 12/13㈰ ９:30～11:45

あかちゃんと絵本のひととき 12/８㈫ 11:00～11:30

図書館よみきかせ（クリスマス会）
－サンタさんからのプレゼント－ 12/12㈯ 14:00～

よみきかせ会 毎週土曜日 14:00～、15:00～

日　程 時　間 場　　所

12/２㈬

10:00～11:00 応其こども園
11:15～11:45 神野々ふれあい会館
13:30～14:00 学文路地区公民館
14:15～14:45 学文路集会所
15:10～15:40 恋野地区公民館

12/３㈭

10:15～10:45 ［御幸辻］天理教紀北分教会
11:00～11:30 さつき台東公園
13:30～14:00 西部地区公民館
14:20～14:35 産業文化会館
15:00～15:30 つくしんぼ園

12/４㈮

10:30～11:00 霜草集会所
11:20～11:35 紀見区民会館
13:10～13:40 北馬場集会所東
14:00～14:45 紀見ケ丘集会所
15:00～15:30 紀見峠バス停付近

12/９㈬
10:30～11:15 岸上文化センター
13:30～14:00 紀見北地区公民館
14:30～15:45 あやの台小学校

12/10㈭

10:30～11:00 山内防災センター
11:15～11:45 隅田地区公民館
13:45～14:00 産業文化会館
14:10～14:40 高野口地区公民館

12/11㈮

10:10～10:45 悠久の郷（紀之川寮）
11:15～11:30 ［吉原］堀内氏駐車場
13:30～13:50 JR隅田駅
14:30～15:45 城山小学校

12/15㈫

10:30～11:05 高野口こども園
11:15～11:45 JR高野口駅
13:30～13:50 ［中道］中山氏駐車場
14:30～15:45 柱本小学校

12/16㈬

10:00～11:15 すみだこども園
13:00～13:30 香久の実保育園
13:45～14:00 産業文化会館
14:30～15:45 高野口小学校

12/17㈭
10:30～11:15 しみず保育園
13:30～14:00 ごもうのいえ
14:30～15:45 西部小学校

12/18㈮
10:00～11:30 ムーミン谷こども園
13:30～14:00 境原幼稚園

12/22㈫

10:30～11:00 みゆき台区集会所
11:10～11:30 菖蒲谷区民会館
13:30～14:00 橋本ニュータウン集会所
14:15～14:45 細川区民会館
15:00～15:30 紀見地区公民館

12/24㈭
10:30～11:15 ［柱本］リハビリ橋本
13:20～13:40 紀伊清水駅
14:00～15:15 三石小学校

移動図書館ブッキー

▶第９回 図書館講座
日　時　12 月５日㈯　午後２時～４時
場　所　教育文化会館
テーマ　隅田八幡神社について
講　師　寺

てら

本
も と

嘉
よ し

幸
ゆ き

氏（隅田八幡神社宮司）

司書のオススメ
きみは赤ちゃん
著者／川

かわ

上
か み

未
み

映
え

子
こ

出版社／文藝春秋　発行年／2014年
夫婦ともに芥川賞受賞者のふたりがおりな

す出産・子育てエッセイ。なにかとネットで
検索して、一喜一憂している様子が印象的で
す。とにかく日常がリアルに描かれており、
特に妊婦さん独特の感情がしっかり伝わって
くる一冊です。

新しく入った本
あなたの空き家問題　上

うえ

田
だ

真
し ん

一
い ち

／著［日本経済新聞出版社］
天国でまた会おう　ピエール・ルメートル／著［早川書房］
オーロラ！　片

かた

岡
お か

龍
りゅう

峰
ほ う

／著［岩波書店］
番神の梅　藤

ふじ

原
わ ら

緋
ひ

沙
さ

子
こ

／著［徳間書店］
水鏡推理　松

まつ

岡
お か

圭
け い

祐
す け

／著［講談社］

風来坊の子守歌　川
かわ

端
ば た

誠
まこと

／作・絵［BL出版］
ともだちのいす　おくはらゆめ／絵［くもん出版］
ニレの木広場のモモモ館　高

たか

楼
ど の

方
ほ う

子
こ

／作［ポプラ社］
レッド・フォックス カナダの森のキツネ物語

チャールズ・Ｇ.Ｄ.ロバーツ／著［福音館書店］

こどもの本

休日診療　医療機関の紹介

橋本市消防本部 ☎33-0119
伊都消防組合消防本部 ☎22-0119

休日・夜間の診療所

伊都地方休日急患診療所 ☎33-1903
▶土曜日（内科系） 18:00～21:00
▶日曜・祝日（内科系、外科系）
９:00～12:00（受付は11:30まで）
13:00～17:00（受付は16:30まで）

伊都地方休日急患歯科診療所 ☎33-1905
　▶日曜・祝日 ９:00～12:00
※事前に電話で連絡してください。ま
た、受診の際は健康保険証をお持ち
ください。

休日・夜間の小児医療電話相談

☎♯8000 または 073-431-8000
　▶平日 19:00～23:00
　▶土・日曜、祝日 ９:00～23:00

市役所前交差点市脇交差点 

スーパー 

病院 

橋本市 
消防本部

スーパー
銀
行

橋
本

市
役
所

市民会館
教育文化会館 

郵便局 
警察署

振興局

橋本市 
保健福祉センター

P

橋本市
上下水道部 

371
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保健福祉センター案内図

予防接種 ※母子健康手帳をお持ちください

BCG
日　　時 対　　　象 場　　所

12月８日㈫
13:15～14:30 生後３カ月～12カ月未満 保健福祉センター

男女とも体重が50kg以上の人が対象です。

実  施  日 時　　間 場　　所

12月６日㈰ 10:00～11:45
13:00～16:00 スーパーセンターオークワ 橋本店

12月19日㈯ 10:00～11:45
13:00～16:00 オークワ 彩の台店

献　血 （400㎖） ※医師の判断でお断りする場合があります

三種混合・不活化ポリオ・四種混合
母子健康手帳で接種歴を確認し、未完了の人は実施医療機関に事前

に予約の上、接種を受けてください。（四種混合で接種を進めている
場合は、三種混合や不活化ポリオの接種を行う必要はありません。）

　特定健康診査の受診期限が締切間近です

本年度の受診期限は12月末です。１年に１回は特定健康診査を受
け、生活習慣病の予防や早期発見・早期治療に努めましょう。
●対象　本年度満40歳から74歳の橋本市国民健康保険被保険者
※受診券は３月末に送付しています。健康カレンダーまたは受診券に
同封の実施医療機関一覧をご覧の上、事前に予約してください。

チャレンジ教室参加者募集（全９回）
運動習慣を身につけたい人にお勧めの教室で、ボールやチューブを
使ってエクササイズを行います。
「どのように運動をすればいいかわからない」「定期的に運動をした
い」「最近体力が落ちてきた」という人は、ぜひご参加ください。

●日程
平成28年１月８日㈮・15日㈮・22日㈮、

２月５日㈮・12日㈮・26日㈮、
３月４日㈮・11日㈮・25日㈮

●時間　午後１時30分～３時30分
●場所　保健福祉センター

●対象　40～64歳の人
●定員
先着25人（定員に達し次第締切）

●申し込み・問い合わせ
健康課 保健予防係 ☎33-6111
※電話でお申し込みください。
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